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豊田運輸区の組合員に対して、本人のキャリアプランを無視し、体調不良を訴え

たにも関わらず、一方的な駅への事前通知が行われました。 
 

●本人の訴えや診断書を無視した事前通知 

以前働いた駅での人間関係が原因で心身状態に異常が発生し、 

駅での就業が困難になりました。当時の保健師や産業医から「駅と 

いう環境・働き方が原因」と話され、運輸区に異動後も駅での心身 

不調や持病を産業医に相談し、自己申告書への記入や面談でも報 

告していました。 
 

●乗務を降ろしてまで事前通知を手交する管理者 

６月３日、乗務途中で、指令より自区に戻るよう指示 

を受け、戻ると管理者より就業が困難と申告している 

駅への事前通知を渡されました。 
 

●人間破壊の管理者の暴言 

突然の事前通知で、持病の混乱症状を発症してしまいました。 

それを見た管理者は「また演技みたいにして！おかしいふりを 

するのはやめよう。都合いいな」「なんだその態度は！」と暴言 

を浴びせました。また管理者は「病気のことは不服申し立てす 

ればいい」「私は異動の指示を受けて紙を渡すのが仕事」等と 

組合員に述べました。 
 

●「３ヶ月の休職が必要」と診断される 

今回の事前通知によって心身状態の悪化が深刻になり、病院 

を受診したところ「３ヶ月の休職が必要」と診断されました。診断 

書には過去に心身状態の異常を起こした駅への異動話が出され 

たため、当時の症状が再燃し、復職に当たっては駅構内への業務 

の異動は避ける配慮を要すると記載されました。 
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